
国道１８号 妙高大橋　特殊車両の通行制限について

１． 規 制 場 所 新潟県妙高市二俣～同市坂口新田 地先

２．通行制限期間 令和2年2月12日（水）～新橋完成まで

道 路 管 理 第 一 課 ＴＥＬ　０２５－５２１－４５５５

◎お問い合わせ先

国 土 交 通 省 高 田 河 川 国 道 事 務 所 ＴＥＬ　０２５－５２３－３１３６（代）

みょう こう おお はし

にいがたけん みょうこうし ふたまた さかぐちしんでん

R18E18

・新潟県妙高市の国道１８号妙高大橋においては老朽化が進んで

いるため、新橋への架替工事を鋭意進めているところです。

・今回、現在の妙高大橋の老朽化対策として 令和 ２年 ２月 １２日

より新橋への架替までの間、総重量４４ｔを超える特殊車両は通行

することができなくなることをお知らせします。

至 上越

至 長野
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